
登録された店舗・事業所等で現金と同様に使用できます。

 ※ 釣銭は出ません。

 ※ 利用期間を過ぎると商品券は使用できません。

※　使用できない商品の例

　ア　不動産及び金融商品

　イ　たばこ

　ウ　ギフト券、ビール券、プリペイドカード等の金券

　エ　切手、官製はがき及び印紙

　オ　国税、地方税、使用料その他公租公課

　カ　その他村長が特定取引の対象とすべきでないと認めたもの

使用方法

事　業

概　略

お問合わせ先
　〒771-4195
　　佐那河内村下字西ノハナ31番地
　　佐那河内村役場　産業環境課
　　　TEL　088-679-2115

佐那河内村くらし応援商品券
を全村民に配布します。

利用できる
店舗･事業所等

交付対象者

商品券配布
予定時期

　佐那河内村では､コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響を鑑み､消費喚
起を促し､地域経済の活性化を図ることで､村民生活や事業活動を支援することを
目的として､経営に多大な影響を受けている村内店舗・事業者で使用できる
佐那河内村くらし応援商品券を発行し､全村民へ配布します。

 ※ 郵送の都合により商品券到着日にバラツキがあります。

佐那河内村民を対象に5,000円/組の商品券を配布
　　　　　(500円券×10枚セット)
発行数　 ： 約2，160組(全村民1人あたり1組)
使用期間 ： 令和5年11月15日（水）～令和6年1月31日(水)

令和5年9月30日時点で、佐那河内村の住民基本台帳に
記録されている者

商品券送付時に、登録された店舗・事業者等の一覧表を記載
したパンフレットを同封しますので、ご確認ください。

令和5年11月1日から15日まで


